
 

仙台市子ども・子育て会議 児童館・児童クラブのあり方検討部会運営要領（令和4年8月3日仙台市子ども・子育て会議決定）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（庶務） （庶務） 

第６条 部会の庶務は、仙台市子供未来局子供育成部児童クラブ事業推

進課において処理する。 

第６条 部会の庶務は、仙台市こども若者局こども若者支援部児童クラ

ブ事業推進課において処理する。 

   附 則 

    この改正は、令和5年6月  日から実施する。 
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